
愛知県愛知海区　区画漁業権に関する情報一覧

免許番号 漁業権者 漁場の位置 漁業の種類 漁業の名称 漁業時期 存続期間
団体・個別

の別
関係地区 条件

区第101号 鬼崎漁業協同組合 常滑市大野町
地先

基点　あ　常滑市と知多市の境界海岸基標Ｎｏ．１
基点　い　常滑市大野漁港南防波堤上基標Ｎｏ．２－１
　　　　ア　あから２５０度１４分、５６メ－トルの点
　　　　イ　あから２７７度２０分、２，１７３メ－トルの点
　　　　ウ　いから２７５度１６分、１，９４５メ－トルの点
　　　　エ　いから３３５度５１分、２２２メ－トルの点
　　　　オ　あから２３９度４２分、１８６メ－トルの点
　　　　カ　あから２１６度１４分、１０６メ－トルの点
区域　アイウエオカアを順次に結んだ線により囲まれた区域

第一種区画漁業 のり養殖業
わかめ養殖業

８月15日から５月15日
まで

令和５年９月１日から令
和10年８月31日まで

団体 常滑市大野町、小倉町、金山、久
米、矢田、西之口、青海町、北汐
見坂、住吉町、蒲池、蒲池町、小
林町、榎戸、榎戸町、新田町、神
明町、本郷町、港町、新浜町、大
和町、虹の丘、末広町、森西町、
錦町、明和町、大鳥町、多屋町、
多屋

なし

区第102号 鬼崎漁業協同組合 常滑市西之口
地先

基点　あ　常滑市大野漁港南防波堤上基標Ｎｏ．２－１
基点　い　常滑市鬼崎漁港（蒲池）北防波堤基部基標Ｎｏ．３
　　　　ア　あから１１１度１０分、１０９メ－トルの点
　　　　イ　あから２６４度５９分、３０６メ－トルの点
　　　　ウ　あから２６８度２２分、１，９８１メ－トルの点
　　　　エ　いから２６９度０７分、２，２５７メ－トルの点
　　　　オ　いから２４３度４４分、２７４メ－トルの点
　　　　カ　いから２８９度１７分、２４３メ－トルの点
　　　　キ　いから３２８度１７分、８２メ－トルの点
区域　アイウエオカキアを順次に結んだ線により囲まれた区域

第一種区画漁業 のり養殖業
わかめ養殖業

８月15日から５月15日
まで

令和５年９月１日から令
和10年８月31日まで

団体 常滑市大野町、小倉町、金山、久
米、矢田、西之口、青海町、北汐
見坂、住吉町、蒲池、蒲池町、小
林町、榎戸、榎戸町、新田町、神
明町、本郷町、港町、新浜町、大
和町、虹の丘、末広町、森西町、
錦町、明和町、大鳥町、多屋町、
多屋

なし

区第103号 鬼崎漁業協同組合 常滑市榎戸地
先

基点　あ　常滑市鬼崎漁港（蒲池）南防波堤基部基標Ｎｏ．４
基点　い　常滑市鬼崎漁港（榎戸フィッシャリ－ナ）北護岸上基標Ｎｏ．５－１
　　　　ア　あから２５１度１５分、１８４メ－トルの点
　　　　イ　あから２７０度３４分、２，２６０メ－トルの点
　　　　ウ　いから２５５度４３分、２，１１０メ－トルの点
　　　　エ　いから１９２度４３分、３１１メ－トルの点
　　　　オ　いから２３６度２６分、５８メ－トルの点
　　　　カ　いから２９度２２分、１３７メ－トルの点
　　　　キ　あから２０２度２１分、２６５メートルの点
　　　　ク　あから２１８度１６分、２９６メートルの点
区域　アイウエオカキクアを順次に結んだ線により囲まれた区域

第一種区画漁業 のり養殖業
わかめ養殖業

８月15日から５月15日
まで

令和５年９月１日から令
和10年８月31日まで

団体 常滑市大野町、小倉町、金山、久
米、矢田、西之口、青海町、北汐
見坂、住吉町、蒲池、蒲池町、小
林町、榎戸、榎戸町、新田町、神
明町、本郷町、港町、新浜町、大
和町、虹の丘、末広町、森西町、
錦町、明和町、大鳥町、多屋町、
多屋

なし

区第104号 鬼崎漁業協同組合 常滑市多屋海
岸地先

基点　あ　常滑市鬼崎漁港（多屋）南防波堤基部基標Ｎｏ．６
基点　い　常滑市多屋町大和川口右岸海岸基標Ｎｏ．７
基点　う　常滑市多屋町海岸基標Ｎｏ．８
　　　　ア　あから２３１度２０分、８４メ－トルの点
　　　　イ　あから２６２度０１分、２，１５６メ－トルの点
　　　　ウ　うから２４８度０６分、２，４２３メ－トルの点
　　　　エ　うから２５３度３６分、１５３メ－トルの点
　　　　オ　いから３２９度０３分、７２６メ－トルの点
　　　　カ　あから１９８度４０分、４５８メ－トルの点
区域　アイウエオカアを順次に結んだ線により囲まれた区域

第一種区画漁業 のり養殖業
わかめ養殖業

８月15日から５月15日
まで

令和５年９月１日から令
和10年８月31日まで

団体 常滑市大野町、小倉町、金山、久
米、矢田、西之口、青海町、北汐
見坂、住吉町、蒲池、蒲池町、小
林町、榎戸、榎戸町、新田町、神
明町、本郷町、港町、新浜町、大
和町、虹の丘、末広町、森西町、
錦町、明和町、大鳥町、多屋町、
多屋

なし

区第105号 小鈴谷漁業協同組合 常滑市小鈴谷
地先

基点　あ　常滑市苅屋町苅屋漁港加茂堤防上基標Ｎｏ．１４－３
基点　い　常滑市苅屋町と同大字大谷の境界海岸基標Ｎｏ．１４
基点　う　常滑市大谷川口右岸基標Ｎｏ．１５
基点　え　常滑市小鈴谷盛田醸造株式会社下突堤基部基標Ｎｏ．１６
基点　お　常滑市と知多郡美浜町の境界海岸基標Ｎｏ．１７
　　　　ア　あから１７９度４１分、１６５メ－トルの点
　　　　イ　あから２６０度１５分、２，９３８メ－トルの点
　　　　ウ　いから２５１度３６分、３，０２０メートルの点
　　　　エ　いから２４１度４６分、２，９９７メートルの点
　　　　オ　いから２３６度５７分、３，２５６メートルの点
　　　　カ　おから２７７度３１分、２，４２２メートルの点
　　　　キ　おから２８７度４０分、６０８メ－トルの点
　　　　ク　おから３１１度０８分、６０メ－トルの点
　　　　ケ　えから２８１度２９分、４０メ－トルの点
　　　　コ　えから２７８度５５分、１１８メ－トルの点
　　　　サ　えから３１６度１３分、３３１メ－トルの点
　　　　シ　えから３５３度０１分、６０４メ－トルの点
　　　　ス　うから１８５度５０分、２６７メ－トルの点
区域　アイウエオカキクケコサシスアを順次に結んだ線により囲まれた区域

第一種区画漁業 のり養殖業
わかめ養殖業

８月15日から５月15日
まで

令和５年９月１日から令
和10年８月31日まで

団体 常滑市大字大谷、小鈴谷、広目、
坂井

なし

漁場の区域



免許番号 漁業権者 漁場の位置 漁業の種類 漁業の名称 漁業時期 存続期間
団体・個別

の別
関係地区 条件漁場の区域

区第106号 野間漁業協同組合 知多郡美浜町
大字野間地先

基点　あ　常滑市と知多郡美浜町の境界海岸基標Ｎｏ．１７
基点　い　知多郡美浜町大字上野間海岸護岸上基標Ｎｏ．１８
基点　う　知多郡美浜町大字野間細目川口右岸基標Ｎｏ．１９
　　　　ア　あから２５６度０１分、６１メ－トルの点
　　　　イ　あから２８２度３６分、６００メ－トルの点
　　　　ウ　あから２７６度０８分、２，４１０メートルの点
　　　　エ　うから２９５度０８分、１，１９２メートルの点
　　　　オ　うから３１６度１１分、３９０メ－トルの点
　　　　カ　うから３１５度３７分、６６メ－トルの点
　　　　キ　いから１８３度４７分、４４４メ－トルの点
　　　　ク　いから１３５度３４分、６１メ－トルの点
　　　　ケ　いから２４２度５１分、５６メ－トルの点
　　　　コ　いから２度０６分、２６６メ－トルの点
区域　アイウエオカキクケコアを順次に結んだ線により囲まれた区域

第一種区画漁業 のり養殖業
わかめ養殖業

８月15日から５月15日
まで

令和５年９月１日から令
和10年８月31日まで

団体 知多郡美浜町大字上野間、美浜
緑苑、奥田、野間、小野浦、新栄

なし

区第107号 野間漁業協同組合 知多郡美浜町
大字小野浦地
先

基点　あ　知多郡美浜町と同南知多町の境界海岸基標Ｎｏ．２１
　　　　ア　あから３２４度３４分、１，２９６メ－トルの点
　　　　イ　あから３１１度３４分、１，６２８メ－トルの点
　　　　ウ　あから２３４度３８分、５１８メ－トルの点
　　　　エ　あから２８８度４５分、３５メ－トルの点
区域　アイウエアを順次に結んだ線により囲まれた区域

第一種区画漁業 のり養殖業
わかめ養殖業

８月15日から５月15日
まで

令和５年９月１日から令
和10年８月31日まで

団体 知多郡美浜町大字上野間、美浜
緑苑、奥田、野間、小野浦、新栄

なし

区第108号 豊浜漁業協同組合 知多郡南知多
町大字内海地
先

基点　あ　知多郡南知多町大字内海船速測定用鉄塔下基標Ｎｏ．２２
基点　い　知多郡南知多町内海川口右岸突堤上基標Ｎｏ．２３
　　　　ア　あから３０９度４８分、７５９メ－トルの点
　　　　イ　あから２７９度１７分、１，０２５メ－トルの点
　　　　ウ　いから２６０度１２分、４３６メ－トルの点
　　　　エ　いから４７度３４分、１３３メ－トルの点
　　　　オ　いから０度３６分、２８７メ－トルの点
　　　　カ　いから３３５度２０分、４６０メ－トルの点
　　　　キ　いから３０６度３８分、７３８メ－トルの点
　　　　ク　いから２９９度５８分、８４６メ－トルの点
　　　　ケ　いから２９２度０５分、１，０４４メートルの点
　　　　コ　あから２１４度１１分、３１４メ－トルの点
　　　　サ　あから１７２度４４分、１０９メ－トルの点
　　　　シ　あから３２１度２０分、３１４メートルの点
　　　　ス　あから３１６度３３分、６２９メートルの点
区域　アイウエオカキクケコサシスアを順次に結んだ線により囲まれた区域

第一種区画漁業 のり養殖業
わかめ養殖業

８月15日から５月15日
まで

令和５年９月１日から令
和10年８月31日まで

団体 知多郡南知多町大字内海、山海、
豊浜

なし

区第109号 豊浜漁業協同組合 知多郡南知多
町大字内海地
先

基点　あ　知多郡南知多町内海川口左岸突堤上基標Ｎｏ．２４
基点　い　知多郡南知多町大字山海字一色３２番地基標Ｎｏ．２５
基点　う　知多郡南知多町大字内海と同大字山海の境界海岸基標Ｎｏ．２６
基点　え　知多郡南知多町山海漁港南防波堤上基標Ｎｏ．２７－１
　　　　ア　あから８８度５６分、１３８メ－トルの点
　　　　イ　あから２１５度２６分、３５６メ－トルの点
　　　　ウ  えから２１３度５２分、５５７メ－トルの点
　　　　エ　えから２１６度０６分、１８０メ－トルの点
　　　　オ　えから２８６度２２分、１７９メ－トルの点
　　　　カ　えから２８２度５９分、４４９メ－トルの点
　　　　キ　うから２４６度４１分、１０６メ－トルの点
　　　　ク　うから３０１度３４分、５３２メ－トルの点
　　　　ケ　うから３０２度０２分、７４３メ－トルの点
　　　　コ　いから１７５度３４分、８８メ－トルの点
区域　アイウエオカキクケコアを順次に結んだ線により囲まれた区域

第一種区画漁業 のり養殖業
わかめ養殖業

８月15日から５月15日
まで

令和５年９月１日から令
和10年８月31日まで

団体 知多郡南知多町大字内海、山海、
豊浜

なし

区第110号 豊浜漁業協同組合 知多郡南知多
町大字山海地
先

基点　あ　知多郡南知多町山海漁港南防波堤上基標Ｎｏ．２７－１
基点　い　知多郡南知多町大字山海と同大字豊浜の境界海岸基標Ｎｏ．２８
　　　　ア　あから６６度３７分、１４５メ－トルの点
　　　　イ　あから２０８度３２分、５５５メ－トルの点
　　　　ウ　いから２１８度５８分、１，１０８メ－トルの点
　　　　エ　いから２３２度４９分、９２メ－トルの点
　　　　オ　いから２８３度１３分、６４７メ－トルの点
区域　アイウエオアを順次に結んだ線により囲まれた区域

第一種区画漁業 のり養殖業
わかめ養殖業

８月15日から５月15日
まで

令和５年９月１日から令
和10年８月31日まで

団体 知多郡南知多町大字内海、山海、
豊浜

なし

区第111号 豊浜漁業協同組合 知多郡南知多
町大字豊浜地
先

基点　あ　知多郡南知多町大字山海と同大字豊浜の境界海岸基標Ｎｏ．２８
基点　い　知多郡南知多町大字豊浜字塩屋浦３４の１番地基標Ｎｏ．２９
　　　　ア　あから２００度２６分、１９８メ－トルの点
　　　　イ　あから２１５度５５分、１，１２８メ－トルの点
　　　　ウ　いから１８３度０８分、１，００８メ－トルの点
　　　　エ　いから１４７度０６分、５５１メ－トルの点
　　　　オ　いから１４８度０７分、４４３メ－トルの点
　　　　カ　いから１３５度１０分、３９６メ－トルの点
　　　　キ　いから２２２度２９分、６３メ－トルの点
区域　アイウエオカキアを順次に結んだ線により囲まれた区域

第一種区画漁業 のり養殖業
わかめ養殖業

９月１日から５月31日ま
で

令和５年９月１日から令
和10年８月31日まで

団体 知多郡南知多町大字内海、山海、
豊浜

なし



免許番号 漁業権者 漁場の位置 漁業の種類 漁業の名称 漁業時期 存続期間
団体・個別

の別
関係地区 条件漁場の区域

区第112号 豊浜漁業協同組合 知多郡南知多
町大字豊浜地
先

基点　あ　知多郡南知多町大字豊浜字西之平井と同字田名畑の境界海岸基
標Ｎｏ．３０
基点　い　知多郡南知多町豊浜漁港半月地区埋立護岸南東角基標Ｎｏ．３１
－１
　　　　ア　あから２７１度２８分、５４３メ－トルの点
　　　　イ　あから２３９度０９分、１，００３メ－トルの点
　　　　ウ　いから２２４度００分、５６５メ－トルの点
　　　　エ　いから２７１度２８分、１３８メ－トルの点
　　　　オ　いから２８２度４５分、３９３メ－トルの点
　　　　カ　あから１３０度４５分、３３３メ－トルの点
　　　　キ　あから２１８度４９分、７８メ－トルの点
区域　アイウエオカキアを順次に結んだ線により囲まれた区域

第一種区画漁業 のり養殖業
わかめ養殖業

９月１日から５月31日ま
で

令和５年９月１日から令
和10年８月31日まで

団体 知多郡南知多町大字内海、山海、
豊浜

なし

区第113号 豊浜漁業協同組合 知多郡南知多
町大字豊浜地
先

基点　あ　知多郡南知多町豊浜漁港東防波堤基部基標Ｎｏ．３２
基点　い　知多郡南知多町小佐港防波堤基部基標Ｎｏ．３３
　　　　ア　あから２６１度１３分、１１３メ－トルの点
　　　　イ　あから２６０度１１分、３０４メ－トルの点
　　　　ウ　あから２３０度０５分、３２９メ－トルの点
　　　　エ　いから２１１度３６分、９０２メ－トルの点
　　　　オ　いから２６６度１０分、２６９メ－トルの点
　　　　カ　いから２７０度４５分、５１８メ－トルの点
　　　　キ　あから１３２度２７分、１８３メ－トルの点
区域　アイウエオカキアを順次に結んだ線により囲まれた区域

第一種区画漁業 のり養殖業
わかめ養殖業

９月１日から５月31日ま
で

令和５年９月１日から令
和10年８月31日まで

団体 知多郡南知多町大字内海、山海、
豊浜

なし

区第114号 豊浜漁業協同組合 知多郡南知多
町大字豊浜地
先

基点　あ　知多郡南知多町小佐港防波堤基部基標Ｎｏ．３３
基点　い　知多郡南知多町大字豊浜字草花２７の１番地先基標Ｎｏ．３３－２
基点　う　知多郡南知多町大字豊浜と同大字師崎の境界東側海岸基標Ｎｏ．
３４
　　　　ア　あから２１４度５４分、４５メ－トルの点
　　　　イ　あから２５５度４７分、２０６メ－トルの点
　　　　ウ　あから２００度５０分、８７０メ－トルの点
　　　　エ　うから１６３度０６分、１，３１６メ－トルの点
　　　　オ　うから１５４度１９分、６５１メ－トルの点
　　　　カ　うから２０１度０７分、６７メ－トルの点
　　　　キ　いから１２３度０９分、５８メ－トルの点
　　　　ク　いから２７４度０４分、３２４メ－トルの点
　　　　ケ　あから１６８度２２分、１４９メ－トルの点
区域　アイウエオカキクケアを順次に結んだ線により囲まれた区域

第一種区画漁業 のり養殖業
わかめ養殖業

９月１日から５月31日ま
で

令和５年９月１日から令
和10年８月31日まで

団体 知多郡南知多町大字内海、山海、
豊浜

なし

区第115号 師崎漁業協同組合 知多郡南知多
町大字師崎地
先

基点　あ　知多郡南知多町大字豊浜と同大字師崎の境界東側海岸基標Ｎｏ．
３４
基点　い　知多郡南知多町大字師崎羽豆埼南端基標Ｎｏ．３５
　　　　ア　あから１０９度２８分、７７メ－トルの点
　　　　イ　あから１４５度３３分、６６４メ－トルの点
　　　　ウ　あから１５８度５５分、１，３８１メ－トルの点
　　　　エ　いから１７９度３８分、６７３メ－トルの点
　　　　オ　いから１７７度０２分、２０６メ－トルの点
　　　　カ　あから９８度５４分、７０６メ－トルの点
区域　アイウエオカアを順次に結んだ線により囲まれた区域

第一種区画漁業 のり養殖業
わかめ養殖業

９月１日から５月31日ま
で

令和５年９月１日から令
和10年８月31日まで

団体 知多郡南知多町大字師崎 なし

区第116号 師崎漁業協同組合 知多郡南知多
町大字師崎地
先

基点　あ　知多郡南知多町大字師崎羽豆埼南端基標Ｎｏ．３５
基点　い　知多郡南知多町師崎港南防波堤先端基標Ｎｏ．３６
　　　　ア　あから１２４度１６分、１１５メ－トルの点
　　　　イ　あから１７０度１４分、６７８メ－トルの点
　　　　ウ　いから１２８度４５分、５０６メ－トルの点
　　　　エ　いから１３９度１３分、５９メ－トルの点
区域　アイウエアを順次に結んだ線により囲まれた区域

第一種区画漁業 のり養殖業
わかめ養殖業

９月１日から５月31日ま
で

令和５年９月１日から令
和10年８月31日まで

団体 知多郡南知多町大字師崎 なし

区第117号 師崎漁業協同組合 知多郡南知多
町大字師崎地
先

基点　あ　知多郡南知多町師崎港南防波堤先端基標Ｎｏ．３６
　　　　ア　あから２２度４７分、１２６メ－トルの点
　　　　イ　あから３７度５２分、２１２メ－トルの点
　　　　ウ　あから１５度４７分、３０５メ－トルの点
　　　　エ　あから０度４６分、２４２メ－トルの点
区域　アイウエアを順次に結んだ線により囲まれた区域

第一種区画漁業 わかめ養殖業 10月１日から５月31日
まで

令和５年９月１日から令
和10年８月31日まで

団体 知多郡南知多町大字師崎 なし

区第118号 師崎漁業協同組合 知多郡南知多
町大字師崎地
先

基点　あ　知多郡南知多町大字師崎林埼地先埋立地海岸基標Ｎｏ．３７－１
　　　　ア　あから１５７度５８分、２７０メ－トルの点
　　　　イ　あから１２０度４１分、４２１メ－トルの点
　　　　ウ　あから４４度５５分、４６２メ－トルの点
　　　　エ　あから３４６度４４分、３６６メ－トルの点
　　　　オ　あから６８度１０分、５２メ－トルの点
区域　アイウエオアを順次に結んだ線により囲まれた区域

第一種区画漁業 のり養殖業 ９月１日から５月31日ま
で

令和５年９月１日から令
和10年８月31日まで

団体 知多郡南知多町大字師崎 なし

区第119号 片名漁業協同組合
大井漁業協同組合

知多郡南知多
町大字片名地
先

基点　あ　知多郡南知多町師崎漁港片名地区北防波堤上基標Ｎｏ．５１－１
基点　い　知多郡南知多町大字片名と同大字大井の境界海岸基標Ｎｏ．５２
　　　　ア　あから１２８度３９分、２０５メ－トルの点
　　　　イ　あから１１１度５２分、１，０１９メ－トルの点
　　　　ウ　いから５９度４２分、１，１４５メ－トルの点
　　　　エ　いから６１度１２分、４５５メ－トルの点
　　　　オ　あから１１３度０７分、１７４メ－トルの点
区域　アイウエオアを順次に結んだ線により囲まれた区域

第一種区画漁業 のり養殖業
わかめ養殖業

９月１日から５月31日ま
で

令和５年９月１日から令
和10年８月31日まで

団体 知多郡南知多町大字大井、片名 なし



免許番号 漁業権者 漁場の位置 漁業の種類 漁業の名称 漁業時期 存続期間
団体・個別

の別
関係地区 条件漁場の区域

区第120号 大井漁業協同組合 知多郡南知多
町大字大井地
先

基点　あ　知多郡南知多町大字片名と同大字大井の境界海岸基標Ｎｏ．５２
　　　　ア　あから４５度３０分、１２９メ－トルの点
　　　　イ　あから５７度０９分、１，１０８メ－トルの点
　　　　ウ　あから４４度４７分、６３５メ－トルの点
　　　　エ　あから４度５６分、１８６メ－トルの点
区域　アイウエアを順次に結んだ線により囲まれた区域

第一種区画漁業 のり養殖業
わかめ養殖業

９月１日から５月31日ま
で

令和５年９月１日から令
和10年８月31日まで

団体 知多郡南知多町大字大井 なし

区第121号 大井漁業協同組合 知多郡南知多
町大字大井地
先

基点　あ　知多郡南知多町大字大井鳶ケ埼護岸上基標Ｎｏ．５３－１
基点　い　知多郡南知多町大字大井字穴田と同字海田の境界海岸基標Ｎｏ．
５４
基点　う　知多郡南知多町大字大井と同大字豊丘の境界海岸基標Ｎｏ．５５
　　　　ア　あから３２４度１８分、２３６メ－トルの点
　　　　イ　あから７７度１５分、５６メ－トルの点
　　　　ウ　あから７１度２２分、８２６メ－トルの点
　　　　エ　いから７４度３８分、１，１８２メ－トルの点
　　　　オ　うから３７度１４分、１，５３０メ－トルの点
　　　　カ　うから２７度３６分、７４３メ－トルの点
　　　　キ　うから６４度１８分、３８メ－トルの点
　　　　ク　うから１０８度１２分、２０９メ－トルの点
　　　　ケ　いから３１０度４８分、１４６メ－トルの点
　　　　コ　いから１１７度４０分、５０６メ－トルの点
　　　　サ　あから３４１度０９分、８１３メ－トルの点
区域　アイウエオカキクケコサアを順次に結んだ線により囲まれた区域

第一種区画漁業 のり養殖業
わかめ養殖業

９月１日から５月31日ま
で

令和５年９月１日から令
和10年８月31日まで

団体 知多郡南知多町大字大井 なし

区第122号 大井漁業協同組合 知多郡南知多
町大字豊丘地
先

基点　あ　知多郡南知多町大字大井と同大字豊丘の境界海岸基標Ｎｏ．５５
基点　い　知多郡南知多町と同美浜町の境界海岸基標Ｎｏ．５６
　　　　ア　あから２度３５分、７３メ－トルの点
　　　　イ　あから２３度３９分、７５４メ－トルの点
　　　　ウ　あから３５度２１分、１，５４２メ－トルの点
　　　　エ　いから４７度０１分、１，４９２メ－トルの点
　　　　オ　いから５４度０２分、１８５メ－トルの点
　　　　カ　いから１２５度０５分、１７７メ－トルの点
　　　　キ　あから３２６度５３分、３２０メ－トルの点
　　　　ク　あから３５４度４０分、２８９メ－トルの点
区域　アイウエオカキクアを順次に結んだ線により囲まれた区域

第一種区画漁業 のり養殖業 ９月１日から５月31日ま
で

令和５年９月１日から令
和10年８月31日まで

団体 知多郡南知多町大字大井、豊丘 なし

区第123号 美浜町漁業協同組合 知多郡美浜町
大字古布地先

基点　あ　知多郡南知多町と同美浜町の境界海岸基標Ｎｏ．５６
基点　い　知多郡美浜町大字浦戸と同大字古布の境界海岸基標Ｎｏ．５７
基点　う　知多郡美浜町河和港南防波堤上基標Ｎｏ．５８－１
　　　　ア　あから２４度１８分、５３メ－トルの点
　　　　イ　あから４５度１７分、１，４７９メ－トルの点
　　　　ウ　うから８２度３８分、１，３７４メ－トルの点
　　　　エ　うから７８度２４分、５０４メ－トルの点
　　　　オ　いから２９３度０４分、２５３メ－トルの点
　　　　カ　いから４３度０３分、６５メ－トルの点
　　　　キ　いから１７５度４３分、７３７メ－トルの点
　　　　ク　いから１４５度１９分、１，３９１メ－トルの点
区域　アイウエオカキクアを順次に結んだ線により囲まれた区域

第一種区画漁業 のり養殖業
わかめ養殖業

９月１日から５月31日ま
で

令和５年９月１日から令
和10年８月31日まで

団体 知多郡美浜町大字布土、時志、北
方、河和、浦戸、古布、豊丘、新浦
戸

なし

区第124号 篠島漁業協同組合 知多郡南知多
町大字篠島地
先

基点　あ　知多郡南知多町大字篠島字照浜２８の３７番地先基標Ｎｏ．４３
　　　　ア　あから１９６度３６分、３４８メ－トルの点
　　　　イ　あから１８８度４２分、３５７メ－トルの点
　　　　ウ　あから１９３度３１分、５５２メ－トルの点
　　　　エ　あから１９８度３４分、５４７メ－トルの点
区域　アイウエアを順次に結んだ線により囲まれた区域

第一種区画漁業 わかめ養殖業 10月１日から５月31日
まで

令和５年９月１日から令
和10年８月31日まで

団体 知多郡南知多町大字篠島 なし

区第125号 篠島漁業協同組合 知多郡南知多
町大字篠島地
先

基点　あ　知多郡南知多町大字篠島南風埼南西端基標Ｎｏ．４４
　　　　ア　あから１３２度１１分、１１２メ－トルの点
　　　　イ　あから１３５度２０分、４３９メ－トルの点
　　　　ウ　あから１２９度３３分、４４２メ－トルの点
　　　　エ　あから１１１度５４分、１２２メ－トルの点
区域　アイウエアを順次に結んだ線により囲まれた区域

第一種区画漁業 わかめ養殖業 10月１日から５月31日
まで

令和５年９月１日から令
和10年８月31日まで

団体 知多郡南知多町大字篠島 なし

区第126号 篠島漁業協同組合 知多郡南知多
町大字篠島地
先

基点　あ　知多郡南知多町大字篠島字照浜２８の３７番地先基標Ｎｏ．４３
基点　い　知多郡南知多町大字篠島南風埼南西端基標Ｎｏ．４４
　　　　ア　あから２７５度５７分、３０６メ－トルの点
　　　　イ　あから２７９度１０分、１，０３４メ－トルの点
　　　　ウ　いから２２０度４０分、１，４８８メ－トルの点
　　　　エ　いから１８９度５３分、１，２４９メ－トルの点
　　　　オ　いから２０１度４２分、４９３メ－トルの点
　　　　カ　いから２２０度２１分、６３９メ－トルの点
　　　　キ　いから２１８度３６分、２８９メ－トルの点
区域　アイウエオカキアを順次に結んだ線により囲まれた区域

第一種区画漁業 のり養殖業
わかめ養殖業

９月１日から５月31日ま
で

令和５年９月１日から令
和10年８月31日まで

団体 知多郡南知多町大字篠島 なし

区第127号 篠島漁業協同組合 知多郡南知多
町大字篠島地
先

基点　あ　知多郡南知多町野島灯台下基標Ｎｏ．３９
　　　　ア　あから１０１度１７分、１９９メ－トルの点
　　　　イ　あから８０度２０分、６１９メ－トルの点
　　　　ウ　あから４８度３７分、６７８メ－トルの点
　　　　エ　あから１５度２１分、２９７メ－トルの点
区域　アイウエアを順次に結んだ線により囲まれた区域

第一種区画漁業 のり養殖業 ９月１日から５月31日ま
で

令和５年９月１日から令
和10年８月31日まで

団体 知多郡南知多町大字篠島 なし
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区第128号 篠島漁業協同組合 知多郡南知多
町大字篠島地
先

基点　あ　知多郡南知多町大字篠島字牛取１１番地基標Ｎｏ．４０
基点　い　知多郡南知多町大字篠島通称赤岩頂上基標Ｎｏ．４０－２
　　　　ア　いから５６度０５分、１９３メ－トルの点
　　　　イ　あから１２９度２１分、１８２メ－トルの点
　　　　ウ　あから１２０度３８分、４６１メ－トルの点
　　　　エ　いから９０度４８分、４２８メ－トルの点
区域　アイウエアを順次に結んだ線により囲まれた区域

第一種区画漁業 のり養殖業 ９月１日から５月31日ま
で

令和５年９月１日から令
和10年８月31日まで

団体 知多郡南知多町大字篠島 なし

区第129号 篠島漁業協同組合 知多郡南知多
町大字篠島地
先

基点　あ　知多郡南知多町大字篠島字東山６５の１番地基標Ｎｏ．４２－２
基点　い　知多郡南知多町大字篠島字弁財３１の２１番地基標Ｎｏ．４１
基点　う　知多郡南知多町大字篠島通称赤岩頂上基標Ｎｏ．４０－２
　　　　ア　あから９４度３９分、９２メ－トルの点
　　　　イ　いから３３度３４分、７７メ－トルの点
　　　　ウ　いから１５４度４９分、１５１メ－トルの点
　　　　エ　うから９０度４８分、４２８メ－トルの点
　　　　オ　あから１１１度１４分、５９６メ－トルの点
区域　アイウエオアを順次に結んだ線により囲まれた区域

第一種区画漁業 のり養殖業 ９月１日から５月31日ま
で

令和５年９月１日から令
和10年８月31日まで

団体 知多郡南知多町大字篠島 なし

区第130号 篠島漁業協同組合 知多郡南知多
町大字篠島地
先

基点　あ　知多郡南知多町大字篠島字弁財３１の２１番地基標Ｎｏ．４１
　　　　ア　あから３２２度０３分、８２メ－トルの点
　　　　イ　あから３５７度１１分、２７２メ－トルの点
　　　　ウ　あから３４２度３７分、２８６メ－トルの点
　　　　エ　あから３０２度３４分、１４１メ－トルの点
区域　アイウエアを順次に結んだ線により囲まれた区域

第一種区画漁業 のり養殖業 ９月１日から５月31日ま
で

令和５年９月１日から令
和10年８月31日まで

団体 知多郡南知多町大字篠島 なし

区第131号 篠島漁業協同組合 知多郡南知多
町大字篠島地
先

基点　あ　知多郡南知多町大字篠島字小磯島南東端基標Ｎｏ．４５
基点　い　知多郡南知多町大字篠島字東山６５の１番地基標Ｎｏ．４２－２
基点　う　知多郡南知多町大字篠島通称赤岩頂上基標Ｎｏ．４０－２
基点　え　知多郡南知多町大字篠島字牛取１１番地基標Ｎｏ．４０
　　　　ア　あから８５度２７分、４８３メ－トルの点
　　　　イ　あから８７度４１分、１，１８１メ－トルの点
　　　　ウ　いから１２７度４７分、１，２０３メ－トルの点
　　　　エ　えから１２０度３８分、４６１メ－トルの点
　　　　オ　うから９０度４８分、４２８メ－トルの点
　　　　カ　いから１１１度１４分、５９６メ－トルの点
区域　アイウエオカアを順次に結んだ線により囲まれた区域

第一種区画漁業 のり養殖業 ９月１日から５月31日ま
で

令和５年９月１日から令
和10年８月31日まで

団体 知多郡南知多町大字篠島 なし

区第132号 篠島漁業協同組合 知多郡南知多
町大字篠島地
先

基点　あ　知多郡南知多町築見島頂上基標Ｎｏ．４７
基点　い　知多郡南知多町大字篠島字小磯島南東端基標Ｎｏ．４５
　　　　ア　あから５６度４０分、７５３メ－トルの点
　　　　イ　あから６８度２７分、１，４３２メ－トルの点
　　　　ウ　いから８７度４１分、１，１８１メ－トルの点
　　　　エ　いから８５度２７分、４８３メ－トルの点
区域　アイウエアを順次に結んだ線により囲まれた区域

第一種区画漁業 のり養殖業 ９月１日から５月31日ま
で

令和５年９月１日から令
和10年８月31日まで

団体 知多郡南知多町大字篠島 なし

区第133号 篠島漁業協同組合 知多郡南知多
町大字篠島地
先

基点　あ　知多郡南知多町築見島頂上基標Ｎｏ．４７
　　　　ア　あから２８９度４８分、１４８メ－トルの点
　　　　イ　あから６７度０７分、１７２メ－トルの点
　　　　ウ　あから２７度４９分、３７８メ－トルの点
　　　　エ　あから２８９度２５分、５９０メ－トルの点
　　　　オ　あから２１８度０１分、８９３メ－トルの点
　　　　カ　あから１８９度３１分、７４１メ－トルの点
区域　アイウエオカアを順次に結んだ線により囲まれた区域

第一種区画漁業 のり養殖業
わかめ養殖業

９月１日から５月31日ま
で

令和５年９月１日から令
和10年８月31日まで

団体 知多郡南知多町大字篠島 なし

区第134号 篠島漁業協同組合 知多郡南知多
町大字篠島地
先

基点　あ　知多郡南知多町大字篠島中手島基標Ｎｏ．４６
　　　　ア　あから２５２度２１分、９５メ－トルの点
　　　　イ　あから２１２度４２分、２４５メ－トルの点
　　　　ウ　あから２６６度４１分、２６０メ－トルの点
区域　アイウアを順次に結んだ線により囲まれた区域

第一種区画漁業 かき垂下式養殖業 １月１日から12月31日
まで

令和５年９月１日から令
和10年８月31日まで

団体 知多郡南知多町大字篠島 なし

区第135号 日間賀島漁業協同組合 知多郡南知多
町大字日間賀
島地先

基点　あ　知多郡南知多町日間賀島西里若宮の鼻護岸上基標Ｎｏ．４９
基点　い　知多郡南知多町日間賀島浪太埼前護岸上基標Ｎｏ．５０－１
　　　　ア　あから２６５度４２分、３１７メ－トルの点
　　　　イ　いから２２８度２２分、６２２メ－トルの点
　　　　ウ　いから２４１度０５分、９２４メ－トルの点
　　　　エ　あから２６３度０８分、７５９メ－トルの点
　　　　オ　あから３０９度５６分、８２４メ－トルの点
　　　　カ　あから３２０度０６分、７１５メ－トルの点
区域　アイウエオカアを順次に結んだ線により囲まれた区域

第一種区画漁業 のり養殖業 ９月１日から４月30日ま
で

令和５年９月１日から令
和10年８月31日まで

団体 知多郡南知多町大字日間賀島 なし

区第136号 日間賀島漁業協同組合 知多郡南知多
町大字日間賀
島地先

基点　あ　知多郡南知多町日間賀島浪太埼前護岸上基標Ｎｏ．５０－１
　　　　ア　あから２２５度４７分、２２１メ－トルの点
　　　　イ　あから２０９度０１分、３７０メ－トルの点
　　　　ウ　あから９３度５３分、９８１メ－トルの点
　　　　エ　あから７６度０７分、９４０メ－トルの点
区域　アイウエアを順次に結んだ線により囲まれた区域

第一種区画漁業 のり養殖業
かき垂下式養殖業

１月１日から12月31日
まで

令和５年９月１日から令
和10年８月31日まで

団体 知多郡南知多町大字日間賀島 なし



免許番号 漁業権者 漁場の位置 漁業の種類 漁業の名称 漁業時期 存続期間
団体・個別

の別
関係地区 条件漁場の区域

区第137号 日間賀島漁業協同組合 知多郡南知多
町大字日間賀
島地先

基点　あ　知多郡南知多町日間賀島東里宮の鼻護岸上基標Ｎｏ．４８－１
　　　　ア　あから２０９度３６分、３６０メ－トルの点
　　　　イ　あから２０２度４５分、５０７メ－トルの点
　　　　ウ　あから１６４度２２分、３６０メ－トルの点
　　　　エ　あから１４８度５４分、２２３メ－トルの点
区域　アイウエアを順次に結んだ線により囲まれた区域

第一種区画漁業 かき垂下式養殖業 １月１日から12月31日
まで

令和５年９月１日から令
和10年８月31日まで

団体 知多郡南知多町大字日間賀島 なし

区第138号 日間賀島漁業協同組合 知多郡南知多
町大字日間賀
島地先

基点　あ　知多郡南知多町日間賀島東里宮の鼻護岸上基標Ｎｏ．４８－１
　　　　ア　あから１５度３３分、１，２９５メ－トルの点
　　　　イ　あから３５８度４６分、４４８メ－トルの点
　　　　ウ　あから１５３度２７分、１９３メ－トルの点
　　　　エ　あから１４６度２６分、５６８メ－トルの点
　　　　オ　あから１０６度１７分、８２８メ－トルの点
　　　　カ　あから６２度２２分、１，２０３メ－トルの点
　　　　キ　あから３８度１９分、１，３１９メ－トルの点
区域　アイウエオカキアを順次に結んだ線により囲まれた区域

第一種区画漁業 のり養殖業 ９月１日から５月31日ま
で

令和５年９月１日から令
和10年８月31日まで

団体 知多郡南知多町大字日間賀島 なし

区第139号 日間賀島漁業協同組合 知多郡南知多
町大字日間賀
島地先

基点　あ　知多郡南知多町日間賀島東里宮の鼻護岸上基標Ｎｏ．４８－１
基点　い　知多郡南知多町日間賀島西里若宮の鼻護岸上基標Ｎｏ．４９
　　　　ア　あから３５８度４６分、４４８メ－トルの点
　　　　イ　あから１５度３３分、１，２９５メ－トルの点
　　　　ウ　あから３５８度１４分、１，７０４メ－トルの点
　　　　エ　いから３５１度１１分、１，６１３メ－トルの点
　　　　オ　いから３４１度００分、１，１４３メ－トルの点
　　　　カ　いから３４１度１２分、３９４メ－トルの点
区域　アイウエオカアを順次に結んだ線により囲まれた区域

第一種区画漁業 のり養殖業
わかめ養殖業

９月１日から５月31日ま
で

令和５年９月１日から令
和10年８月31日まで

団体 知多郡南知多町大字日間賀島 なし

区第201号 西三河漁業協同組合 西尾市港町地
先

基点　あ　西尾市港町南西角基標Ｎｏ．６３－１
基点　い　西尾市港町南東角基標Ｎｏ．６６－１
　　　　ア　あから１８３度４８分、５３５メ－トルの点
　　　　イ　あから１８８度０２分、９３９メ－トルの点
　　　　ウ　あから２００度２５分、９１８メ－トルの点
　　　　エ　あから１９６度５８分、１，７９８メ－トルの点
　　　　オ　いから２０８度４１分、１，９５１メ－トルの点
　　　　カ　いから２３５度３８分、７６４メ－トルの点
区域　アイウエオカアを順次に結んだ線により囲まれた区域

第一種区画漁業 のり養殖業 ９月１日から５月31日ま
で

令和５年９月１日から令
和10年８月31日まで

団体 西尾市南奥田町、奥田町、小栗
町、西小梛町、寺津町、巨海町、
田貫、田貫町、中畑、中畑町、刈
宿町、中根町、一色町治明、開
正、赤羽、養ヶ島、中外沢、細川、
味浜、一色、坂田新田、藤江、小
薮、吉良町饗庭、小山田、富好新
田、乙川、白浜新田、宮崎、荻原

なし

区第202号 西三河漁業協同組合 西尾市一色町
地先

基点　あ　西尾市一色町細川西実録南堤防上基標Ｎｏ．８６
基点　い　西尾市一色町小薮船江西中外沢悪水路水門基標Ｎｏ．８７
　　　　ア　あから２２１度１６分、２，１５５メ－トルの点
　　　　イ　あから２２１度２４分、３，１５２メ－トルの点
　　　　ウ　いから２０８度０３分、３，５９８メ－トルの点
　　　　エ　いから２０２度１１分、２，６５５メ－トルの点
区域　アイウエアを順次に結んだ線により囲まれた区域

第一種区画漁業 のり養殖業
わかめ養殖業

10月１日から３月31日
まで

令和５年９月１日から令
和10年８月31日まで

団体 西尾市南奥田町、奥田町、小栗
町、西小梛町、寺津町、巨海町、
田貫、田貫町、中畑、中畑町、刈
宿町、中根町、一色町治明、開
正、赤羽、養ヶ島、中外沢、細川、
味浜、一色、坂田新田、藤江、小
薮、吉良町饗庭、小山田、富好新
田、乙川、白浜新田、宮崎、荻原

なし

区第203号 西三河漁業協同組合 西尾市港町地
先

基点　あ　西尾市港町南東角基標Ｎｏ．６６－１
　　　　ア　あから２１６度５７分、６４８メ－トルの点
　　　　イ　あから２３２度３３分、７３６メ－トルの点
　　　　ウ　あから２１２度１２分、１，４４５メ－トルの点
　　　　エ　あから２０３度５７分、１，４１５メ－トルの点
区域　アイウエアを順次に結んだ線により囲まれた区域

第一種区画漁業 のり養殖業 ９月１日から５月31日ま
で

令和５年９月１日から令
和10年８月31日まで

団体 西尾市南奥田町、奥田町、小栗
町、西小梛町、寺津町、巨海町、
田貫、田貫町、中畑、中畑町、刈
宿町、中根町、一色町治明、開
正、赤羽、養ヶ島、中外沢、細川、
味浜、一色、坂田新田、藤江、小
薮、吉良町饗庭、小山田、富好新
田、乙川、白浜新田、宮崎、荻原

なし

区第204号 西三河漁業協同組合 西尾市港町地
先

基点　あ　西尾市港町南東角基標Ｎｏ．６６－１
　　　　ア　あから２０６度２６分、６２８メ－トルの点
　　　　イ　あから１９９度１６分、１，４１１メ－トルの点
　　　　ウ　あから１８０度０８分、１，４９７メ－トルの点
区域　アイウアを順次に結んだ線により囲まれた区域

第一種区画漁業 のり養殖業
わかめ養殖業

９月１日から５月31日ま
で

令和５年９月１日から令
和10年８月31日まで

団体 西尾市南奥田町、奥田町、小栗
町、西小梛町、寺津町、巨海町、
田貫、田貫町、中畑、中畑町、刈
宿町、中根町、一色町治明、開
正、赤羽、養ヶ島、中外沢、細川、
味浜、一色、坂田新田、藤江、小
薮、吉良町饗庭、小山田、富好新
田、乙川、白浜新田、宮崎、荻原

なし

区第205号 西三河漁業協同組合 西尾市一色町
小薮船江西地
先

基点　あ　西尾市一色町小薮船江西中外沢悪水路水門基標Ｎｏ．８７
　　　　ア　あから２５５度３１分、１，４０６メ－トルの点
　　　　イ　あから２４２度４２分、２，１３９メ－トルの点
　　　　ウ　あから２２４度１１分、２，１１７メ－トルの点
　　　　エ　あから２２６度５５分、１，２９１メ－トルの点
区域　アイウエアを順次に結んだ線により囲まれた区域

第一種区画漁業 のり養殖業 ９月１日から５月31日ま
で

令和５年９月１日から令
和10年８月31日まで

団体 西尾市南奥田町、奥田町、小栗
町、西小梛町、寺津町、巨海町、
田貫、田貫町、中畑、中畑町、刈
宿町、中根町、一色町治明、開
正、赤羽、養ヶ島、中外沢、細川、
味浜、一色、坂田新田、藤江、小
薮、吉良町饗庭、小山田、富好新
田、乙川、白浜新田、宮崎、荻原

なし



免許番号 漁業権者 漁場の位置 漁業の種類 漁業の名称 漁業時期 存続期間
団体・個別

の別
関係地区 条件漁場の区域

区第206号 西三河漁業協同組合 西尾市一色町
細川西実録地
先

基点　あ　西尾市港町南東角基標Ｎｏ．６６－１
基点　い　西尾市一色町細川西実録南堤防上基標Ｎｏ．８６
基点　う　西尾市一色町小薮船江西中外沢悪水路水門基標Ｎｏ．８７
　　　　ア　あから１４３度０４分、１，１３２メ－トルの点
　　　　イ　あから１９０度４６分、６３１メ－トルの点
　　　　ウ　あから１７５度０２分、１，４５７メ－トルの点
　　　　エ　いから２１９度４０分、８３４メ－トルの点
　　　　オ　うから２３１度１５分、９６６メ－トルの点
　　　　カ　うから２２１度２３分、９４６メ－トルの点
　　　　キ　うから２３６度２８分、７９メ－トルの点
　　　　ク　いから１５７度２５分、４５２メ－トルの点
　　　　ケ　いから２７２度０３分、７９メートルの点
区域　アイウエオカキクケアを順次に結んだ線により囲まれた区域

第一種区画漁業 のり養殖業
かき垂下式養殖業

１月１日から12月31日
まで

令和５年９月１日から令
和10年８月31日まで

団体 西尾市南奥田町、奥田町、小栗
町、西小梛町、寺津町、巨海町、
田貫、田貫町、中畑、中畑町、刈
宿町、中根町、一色町治明、開
正、赤羽、養ヶ島、中外沢、細川、
味浜、一色、坂田新田、藤江、小
薮、吉良町饗庭、小山田、富好新
田、乙川、白浜新田、宮崎、荻原

なし

区第207号 西三河漁業協同組合 西尾市一色町
小薮船江西地
先

基点　あ　西尾市一色町小薮船江西中外沢悪水路水門基標Ｎｏ．８７
基点　い　西尾市一色町一色漁港東防波堤先端基標Ｎｏ．８９
　　　　ア　あから２２１度３１分、７５メ－トルの点
　　　　イ　あから２２０度０３分、２，１４３メ－トルの点
　　　　ウ　あから２００度２２分、２，４５５メ－トルの点
　　　　エ　あから１９６度５４分、２，１６０メ－トルの点
　　　　オ　いから２４２度５２分、１８９メ－トルの点
　　　　カ　いから３３３度１６分、２１０メ－トルの点
　　　　キ　あから１７９度３２分、７３３メ－トルの点
　　　　ク　あから１４５度０９分、１８９メ－トルの点
区域　アイウエオカキクアを順次に結んだ線により囲まれた区域

第一種区画漁業 のり養殖業
かき垂下式養殖業

１月１日から12月31日
まで

令和５年９月１日から令
和10年８月31日まで

団体 西尾市南奥田町、奥田町、小栗
町、西小梛町、寺津町、巨海町、
田貫、田貫町、中畑、中畑町、刈
宿町、中根町、一色町治明、開
正、赤羽、養ヶ島、中外沢、細川、
味浜、一色、坂田新田、藤江、小
薮、吉良町饗庭、小山田、富好新
田、乙川、白浜新田、宮崎、荻原

なし

区第208号 西三河漁業協同組合 西尾市一色町
坂田新田地先

基点　あ　西尾市一色町一色漁港東防波堤先端基標Ｎｏ．８９
基点　い　西尾市一色町竹生新田北西角基標Ｎｏ．９０
　　　　ア　あから１４４度１５分、８４メ－トルの点
　　　　イ　あから２０８度００分、７９８メ－トルの点
　　　　ウ　いから２１７度４４分、２，００１メ－トルの点
　　　　エ　いから２０９度４８分、１，９３９メ－トルの点
　　　　オ　いから２６２度５６分、１０５メ－トルの点
　　　　カ　あから１３６度４９分、３１３メートルの点
区域　アイウエオカアを順次に結んだ線により囲まれた区域

第一種区画漁業 のり養殖業 ９月１日から５月31日ま
で

令和５年９月１日から令
和10年８月31日まで

団体 西尾市南奥田町、奥田町、小栗
町、西小梛町、寺津町、巨海町、
田貫、田貫町、中畑、中畑町、刈
宿町、中根町、一色町治明、開
正、赤羽、養ヶ島、中外沢、細川、
味浜、一色、坂田新田、藤江、小
薮、吉良町饗庭、小山田、富好新
田、乙川、白浜新田、宮崎、荻原

なし

区第209号 西三河漁業協同組合 西尾市一色町
坂田新田地先

基点　あ　西尾市一色町竹生新田北西角基標Ｎｏ．９０
　　　　ア　あから２１１度５９分、２，６１７メ－トルの点
　　　　イ　あから２０９度２５分、３，０５２メ－トルの点
　　　　ウ　あから２０８度４７分、３，０４３メ－トルの点
　　　　エ　あから２０９度０４分、２，５９３メ－トルの点
区域　アイウエアを順次に結んだ線により囲まれた区域

第一種区画漁業 わかめ養殖業 10月１日から３月31日
まで

令和５年９月１日から令
和10年８月31日まで

団体 西尾市南奥田町、奥田町、小栗
町、西小梛町、寺津町、巨海町、
田貫、田貫町、中畑、中畑町、刈
宿町、中根町、一色町治明、開
正、赤羽、養ヶ島、中外沢、細川、
味浜、一色、坂田新田、藤江、小
薮、吉良町饗庭、小山田、富好新
田、乙川、白浜新田、宮崎、荻原

なし

区第210号 衣崎漁業協同組合 西尾市一色町
生田地先

基点　あ　西尾市一色町竹生新田北西角基標Ｎｏ．９０
基点　い　西尾市一色町真野新田北西角基標Ｎｏ．９１
基点　う　西尾市一色町矢作古川口右岸基標Ｎｏ．９２
　　　　ア　あから２１８度１３分、１９９メ－トルの点
　　　　イ　あから２０８度２９分、１，９３２メ－トルの点
　　　　ウ　いから１８２度４５分、１，７０１メ－トルの点
　　　　エ　うから１６１度３９分、１，３０８メ－トルの点
　　　　オ　うから１５７度４９分、９５３メ－トルの点
　　　　カ　うから１３０度１７分、２０６メ－トルの点
　　　　キ　うから２５１度３８分、９７０メ－トルの点
　　　　ク　いから１２９度４７分、３６８メ－トルの点
　　　　ケ　いから１４６度４２分、４４３メ－トルの点
　　　　コ　いから１９８度５０分、４１６メートルの点
　　　　サ　いから２４１度２６分、５４７メートルの点
区域　アイウエオカキクケコサアを順次に結んだ線により囲まれた区域

第一種区画漁業 のり養殖業 ９月１日から５月31日ま
で

令和５年９月１日から令
和10年８月31日まで

団体 西尾市一色町松木島、千間、生
田、酒手島、惣五郎

なし

区第211号 衣崎漁業協同組合 西尾市一色町
生田地先

基点　あ　西尾市一色町竹生新田北西角基標Ｎｏ．９０
基点　い　西尾市一色町真野新田北西角基標Ｎｏ．９１
基点　う　西尾市一色町矢作古川口右岸基標Ｎｏ．９２
　　　　ア　あから２０８度０９分、２，５８３メ－トルの点
　　　　イ　あから２０８度０３分、３，０３１メ－トルの点
　　　　ウ　うから２２５度１２分、３，４５１メ－トルの点
　　　　エ　うから１６５度３８分、２，０２９メ－トルの点
　　　　オ　うから１６４度２６分、１，５０３メ－トルの点
　　　　カ　いから２０３度３０分、２，２５４メ－トルの点
区域　アイウエオカアを順次に結んだ線により囲まれた区域

第一種区画漁業 わかめ養殖業 10月１日から３月31日
まで

令和５年９月１日から令
和10年８月31日まで

団体 西尾市一色町松木島、千間、生
田、酒手島、惣五郎

なし



免許番号 漁業権者 漁場の位置 漁業の種類 漁業の名称 漁業時期 存続期間
団体・個別

の別
関係地区 条件漁場の区域

区第212号 衣崎漁業協同組合 西尾市吉良町
吉田地先

基点　あ　西尾市吉良町矢作古川口左岸基標Ｎｏ．９３
基点　い　西尾市吉良町吉田港豊岡東防波堤上基標Ｎｏ．９３－１
基点　う　西尾市吉良町矢崎川口右岸基標Ｎｏ．９４
　　　　ア　あから１９２度２７分、１５１メ－トルの点
　　　　イ　あから１７１度２９分、１，４７１メ－トルの点
　　　　ウ　うから１７６度１９分、１，０７３メ－トルの点
　　　　エ　うから１８０度０６分、９４メ－トルの点
　　　　オ　いから１２度３０分、１７４メ－トルの点
　　　　カ　いから８４度３７分、３１メ－トルの点
　　　　キ　いから１８４度０８分、１３１メートルの点
　　　　ク　いから２２４度１９分、１７９メートルの点
区域　アイウエオカキクアを順次に結んだ線により囲まれた区域

第一種区画漁業 のり養殖業
わかめ養殖業
あさり養殖業

９月１日から５月31日ま
で

令和５年９月１日から令
和10年８月31日まで

団体 西尾市吉良町吉田、大島 なし

区第213号 衣崎漁業協同組合 西尾市吉良町
吉田地先

基点　あ　西尾市吉良町矢作古川口左岸基標Ｎｏ．９３
基点　い　西尾市吉良町矢崎川口右岸基標Ｎｏ．９４
　　　　ア　あから１７１度０２分、１，６８９メ－トルの点
　　　　イ　あから１７０度３３分、２，２２６メ－トルの点
　　　　ウ　いから１７６度４１分、２，６９３メ－トルの点
　　　　エ　いから１７６度０８分、２，５５３メ－トルの点
　　　　オ　いから１７５度５８分、１，２９８メ－トルの点
区域　アイウエオアを順次に結んだ線により囲まれた区域

第一種区画漁業 わかめ養殖業 10月１日から３月31日
まで

令和５年９月１日から令
和10年８月31日まで

団体 西尾市吉良町吉田、大島 なし

区第214号 西三河漁業協同組合 西尾市吉良町
梶島地先

基点　あ　西尾市吉良町宮崎蛭子埼先端基標Ｎｏ．９８
　　　　ア　あから１６６度２７分、５５１メ－トルの点
　　　　イ　あから１８６度０２分、１，６６８メ－トルの点
　　　　ウ　あから１７６度１４分、２，２２０メ－トルの点
　　　　エ　あから１７４度５３分、２，２１０メ－トルの点
　　　　オ　あから１３８度０４分、９０８メ－トルの点
　　　　カ　あから１２７度２７分、６４２メ－トルの点
区域　アイウエオカアを順次に結んだ線により囲まれた区域

第一種区画漁業 わかめ養殖業
あさり養殖業
かき垂下式養殖業

１月１日から12月31日
まで

令和５年９月１日から令
和10年８月31日まで

団体 西尾市南奥田町、奥田町、小栗
町、西小梛町、寺津町、巨海町、
田貫、田貫町、中畑、中畑町、刈
宿町、中根町、一色町治明、開
正、赤羽、養ヶ島、中外沢、細川、
味浜、一色、坂田新田、藤江、小
薮、吉良町饗庭、小山田、富好新
田、乙川、白浜新田、宮崎、荻原

なし

区第215号 幡豆漁業協同組合 西尾市西幡豆
町地先

基点　あ　西尾市西幡豆町松原新田南東角基標Ｎｏ．１０５
　　　　ア　あから２０５度５２分、３４３メートルの点
　　　　イ　あから１８３度０５分、５３０メ－トルの点
　　　　ウ　あから１２０度２８分、２９０メ－トルの点
　　　　エ　あから１１７度０７分、２５４メートルの点
区域　アイウエアを順次に結んだ線により囲まれた区域

第一種区画漁業 わかめ養殖業 10月１日から５月31日
まで

令和５年９月１日から令
和10年８月31日まで

団体 西尾市鳥羽町、西幡豆町、寺部町 なし

区第216号 幡豆漁業協同組合 西尾市寺部町
地先

基点　あ　西尾市寺部町寺部船溜沖防波堤基部基標Ｎｏ．１０８
基点　い　西尾市寺部町小浜野球場南東角基標Ｎｏ．１０９
　　　　ア　あから１８０度２７分、１１３メ－トルの点
　　　　イ　あから３０６度１５分、２２６メ－トルの点
　　　　ウ　あから２４３度５４分、２５９メ－トルの点
　　　　エ　あから１８６度２４分、３８６メ－トルの点
　　　　オ　いから１３４度４８分、５６２メ－トルの点
　　　　カ　いから９７度５２分、４９４メ－トルの点
　　　　キ　いから９７度５５分、３３６メ－トルの点
　　　　ク　いから１３４度１１分、２２９メートルの点
　　　　ケ　いから２４４度３３分、１３２メ－トルの点
　　　　コ　あから１２８度２１分、２８５メ－トルの点
区域　アイウエオカキクケコアを順次に結んだ線により囲まれた区域

第一種区画漁業 わかめ養殖業 10月１日から５月31日
まで

令和５年９月１日から令
和10年８月31日まで

団体 西尾市鳥羽町、西幡豆町、寺部町 なし

区第217号 幡豆漁業協同組合 西尾市寺部町
地先

基点　あ　西尾市寺部町寺部船溜沖防波堤基部基標Ｎｏ．１０８
　　　　ア　あから２１６度１２分、１，２４３メ－トルの点
　　　　イ　あから２０９度１１分、１，７６８メ－トルの点
　　　　ウ　あから１７７度０８分、１，６６９メ－トルの点
　　　　エ　あから１６９度２６分、１，１４５メ－トルの点
区域　アイウエアを順次に結んだ線により囲まれた区域

第一種区画漁業 わかめ養殖業 10月１日から３月31日
まで

令和５年９月１日から令
和10年８月31日まで

団体 西尾市鳥羽町、西幡豆町、寺部町 なし

区第218号 東幡豆漁業協同組合 西尾市東幡豆
町地先

基点　あ　西尾市東幡豆町中柴埋立地南角基標Ｎｏ．１１０
　　　　ア　あから２７８度１５分、５３６メ－トルの点
　　　　イ　あから２７５度００分、５３１メ－トルの点
　　　　ウ　あから２７１度５６分、８２２メ－トルの点
　　　　エ　あから２７４度００分、８２４メ－トルの点
区域　アイウエアを順次に結んだ線により囲まれた区域

第一種区画漁業 わかめ養殖業 10月１日から５月31日
まで

令和５年９月１日から令
和10年８月31日まで

団体 西尾市東幡豆町 なし

区第219号 東幡豆漁業協同組合 西尾市東幡豆
町前島地先

基点　あ　西尾市東幡豆町前島西端基標Ｎｏ．１１６
基点　い　西尾市東幡豆町西丸山４４番地基標Ｎｏ．１１１
　　　　ア　あから１８１度１７分、１０８メ－トルの点
　　　　イ　あから１８０度０４分、２０９メ－トルの点
　　　　ウ　いから２０６度４０分、６５１メ－トルの点
　　　　エ　いから２１１度２６分、５６７メ－トルの点
区域　アイウエアを順次に結んだ線により囲まれた区域

第一種区画漁業 わかめ養殖業 10月１日から５月31日
まで

令和５年９月１日から令
和10年８月31日まで

団体 西尾市東幡豆町 なし
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区第220号 東幡豆漁業協同組合 西尾市東幡豆
町沖島地先

基点　あ　西尾市東幡豆町沖島西端基標Ｎｏ．１１５
　　　　ア　あから３３０度２３分、１３９メ－トルの点
　　　　イ　あから２９１度２７分、５９９メ－トルの点
　　　　ウ　あから２４４度１５分、９４２メ－トルの点
　　　　エ　あから１６５度０９分、５５９メ－トルの点
　　　　オ　あから１２０度５８分、４０１メ－トルの点
　　　　カ　あから２１４度５７分、１９３メ－トルの点
区域　アイウエオカアを順次に結んだ線により囲まれた区域

第一種区画漁業 わかめ養殖業 10月１日から３月31日
まで

令和５年９月１日から令
和10年８月31日まで

団体 西尾市東幡豆町 なし

区第221号 西三河漁業協同組合 西尾市一色町
佐久島地先

基点　あ　西尾市一色町佐久島西屋敷４３番地基標Ｎｏ．１２２
　　　　ア　あから２２６度５９分、１２９メートルの点
　　　　イ　あから２８３度３１分、４３０メートルの点
　　　　ウ　あから２５３度５０分、６０３メ－トルの点
　　　　エ　あから２２０度４３分、４４４メ－トルの点
　　　　オ　あから２１３度０３分、３２９メ－トルの点
区域　アイウエオアを順次に結んだ線により囲まれた区域

第一種区画漁業 わかめ養殖業
かき垂下式養殖業

１月１日から12月31日
まで

令和５年９月１日から令
和10年８月31日まで

団体 西尾市一色町佐久島 なし

区第301号 蒲郡漁業協同組合 蒲郡市西浦町
地先

基点　あ　西尾市東幡豆町緑ケ崎グランド南東端基標Ｎｏ．１１３－１
基点　い　蒲郡市西浦町大塚２２の１番地基標Ｎｏ．１２３
　　　　ア　あから１２度０９分、２６４メートルの点
　　　　イ　あから１６８度５６分、２５１メ－トルの点
　　　　ウ　あから１９５度１３分、８５９メ－トルの点
　　　　エ　あから１８２度４５分、８０４メ－トルの点
　　　　オ　あから１５０度４４分、６３７メ－トルの点
　　　　カ　いから１８９度２１分、２４７メ－トルの点
　　　　キ　いから１６５度３５分、２１０メ－トルの点
　　　　ク　いから２７７度２５分、２２２メ－トルの点
　　　　ケ　いから２９３度０４分、２６３メートルの点
区域　アイウエオカキクケアを順次に結んだ線により囲まれた区域

第一種区画漁業 わかめ養殖業 ９月１日から５月31日ま
で

令和５年９月１日から令
和10年８月31日まで

団体 蒲郡市西浦町 なし

区第302号 蒲郡漁業協同組合 蒲郡市西浦町
地先

基点　あ　蒲郡市西浦町大山崎先端基標Ｎｏ．１２５
基点　い　蒲郡市西浦町大山２５護岸堤防西端基標Ｎｏ．１２５－２
　　　　ア　いから２２６度１８分、１５６メートルの点
　　　　イ　あから２３７度０４分、７３メ－トルの点
　　　　ウ　あから２５０度５６分、２７１メ－トルの点
　　　　エ　いから２１５度２２分、３６４メ－トルの点
　　　　オ　いから１５４度１８分、３００メ－トルの点
　　　　カ　いから８２度０７分、１４１メ－トルの点
区域　アイウエオカアを順次に結んだ線により囲まれた区域

第一種区画漁業 わかめ養殖業 ９月１日から５月31日ま
で

令和５年９月１日から令
和10年８月31日まで

団体 蒲郡市西浦町 なし

区第303号 蒲郡漁業協同組合 蒲郡市西浦町
地先

基点　あ　蒲郡市西浦町堂サ松１の５地先基標Ｎｏ．１２５－４
基点　い　蒲郡市西浦町字長崎５５番地の６基標Ｎｏ．１２６
　　　　ア　あから２０４度５４分、２７０メ－トルの点
　　　　イ　あから１８０度１０分、３５０メ－トルの点
　　　　ウ　いから１１８度４６分、２６１メ－トルの点
　　　　エ　いから７４度５６分、６３メ－トルの点
　　　　区域　アイウエアを順次に結んだ線により囲まれた区域

第一種区画漁業 わかめ養殖業 ９月１日から５月31日ま
で

令和５年９月１日から令
和10年８月31日まで

団体 蒲郡市西浦町 なし

区第304号 渥美漁業協同組合 田原市白谷町
地先

基点　あ　田原市姫島漁港西防波堤基部基標Ｎｏ．２００
基点　い　田原市白谷町と同仁崎町の境界海岸基標Ｎｏ．２０１
　　　　ア　あから２８１度３３分、４８１メ－トルの点
　　　　イ　あから３０１度１２分、６８３メ－トルの点
　　　　ウ　いから３３６度３０分、１，２９５メ－トルの点
　　　　エ　いから３５２度４４分、６６メ－トルの点
　　　　オ　いから３５度３８分、５１８メ－トルの点
　　　　カ　いから３９度０３分、６８８メートルの点
　　　　キ　いから１１度３０分、７１３メートルの点
区域　アイウエオカキアを順次に結んだ線により囲まれた区域

第一種区画漁業 わかめ養殖業 10月１日から５月31日
まで

令和５年９月１日から令
和10年８月31日まで

団体 田原市浦町、波瀬町、片浜町、白
谷町、仁崎町、野田町

なし

区第305号 渥美漁業協同組合 田原市野田町
地先

基点　あ　田原市仁崎町前洲１の１番地北西角基標Ｎｏ．２０３
基点　い　田原市野田町坂下１の５番地基標Ｎｏ．２０４
基点　う   田原市野田町坂下６９番地基標Ｎｏ．２０４－２
基点　え　田原市野田町地先海岸基標Ｎｏ．２０５
　　　　ア　あから３４８度１８分、６１メートルの点
　　　　イ　あから３３６度２０分、６０２メ－トルの点
　　　　ウ　えから１６度０４分、１，００５メ－トルの点
　　　　エ　えから３２４度２４分、５５９メートルの点
　　　　オ　えから３３８度４４分、１０６メ－トルの点
　　　　カ　えから１９度２１分、３９２メ－トルの点
　　　　キ　うから３０４度５３分、５７８メ－トルの点
　　　　ク　うから３５３度１５分、５０メ－トルの点
　　　　ケ　いから２４１度２９分、１８０メ－トルの点
　　　　コ　あから２６０度４５分、５９５メ－トルの点
　　　　サ　あから２６８度３０分、３８８メートルの点
　　　　シ　あから２４８度２５分、１８０メートルの点
区域　アイウエオカキクケコサシアを順次に結んだ線により囲まれた区域

第一種区画漁業 わかめ養殖業 ９月１日から５月31日ま
で

令和５年９月１日から令
和10年８月31日まで

団体 田原市浦町、波瀬町、片浜町、白
谷町、仁崎町、野田町

なし



免許番号 漁業権者 漁場の位置 漁業の種類 漁業の名称 漁業時期 存続期間
団体・個別

の別
関係地区 条件漁場の区域

区第306号 渥美漁業協同組合 田原市宇津江
町地先

基点　あ　田原市野田町地先海岸基標Ｎｏ．２０５
基点　い　田原市宇津江港突堤基部基標Ｎｏ．２０６
　　　　ア　あから２９４度３５分、２０１メ－トルの点
　　　　イ　あから３０４度５６分、５６６メートルの点
　　　　ウ　いから３２４度０４分、５５２メ－トルの点
　　　　エ　いから３４９度５１分、１７７メ－トルの点
区域　アイウエアを順次に結んだ線により囲まれた区域

第一種区画漁業 わかめ養殖業 10月１日から５月31日
まで

令和５年９月１日から令
和10年８月31日まで

団体 田原市宇津江町 なし

区第307号 渥美漁業協同組合 田原市宇津江
町地先

基点　あ　田原市宇津江港突堤基部基標Ｎｏ．２０６
基点　い　田原市宇津江町と同江比間町の境界海岸基標Ｎｏ．２０７
　　　　ア　あから３０３度５４分、１６２メ－トルの点
　　　　イ　あから３１０度１３分、５４７メ－トルの点
　　　　ウ　いから３４２度２４分、５４６メ－トルの点
　　　　エ　いから３４９度４２分、１５５メ－トルの点
区域　アイウエアを順次に結んだ線により囲まれた区域

第一種区画漁業 わかめ養殖業 10月１日から５月31日
まで

令和５年９月１日から令
和10年８月31日まで

団体 田原市宇津江町 なし

区第308号 渥美漁業協同組合 田原市江比間
町地先

基点　あ　田原市宇津江町と同江比間町の境界海岸基標Ｎｏ．２０７
基点　い　田原市泉港東防波堤先端基標Ｎｏ．２０８－１
　　　　ア　あから２９９度４３分、４１メ－トルの点
　　　　イ　あから３３６度５１分、５４３メ－トルの点
　　　　ウ　いから１３度２１分、４４９メ－トルの点
　　　　エ　いから３５９度１３分、２７４メ－トルの点
　　　　オ　いから１４３度００分、１３８メ－トルの点
区域　アイウエオアを順次に結んだ線により囲まれた区域

第一種区画漁業 のり養殖業
わかめ養殖業

９月１日から５月31日ま
で

令和５年９月１日から令
和10年８月31日まで

団体 田原市江比間町、八王子町、村松
町、馬伏町、石神町、伊川津町、
夕陽が浜、高木町、折立町、古田
町、長沢町、保美町、福江町、向
山町

なし

区第309号 渥美漁業協同組合 田原市江比間
町地先

基点　あ　田原市泉港北防波堤基部基標Ｎｏ．２０９
基点　い　田原市江比間町と同伊川津町の境界海岸基標Ｎｏ．２１０
　　　　ア　あから２５３度４３分、７２３メ－トルの点
　　　　イ　あから２７７度１１分、２３メ－トルの点
　　　　ウ　あから３２２度４９分、５１１メ－トルの点
　　　　エ　いから７度００分、６１８メ－トルの点
　　　　オ　いから２度３９分、１１７メ－トルの点
　　　　カ　いから９０度５７分、５５８メ－トルの点
区域　アイウエオカアを順次に結んだ線により囲まれた区域

第一種区画漁業 のり養殖業
わかめ養殖業

９月１日から５月31日ま
で

令和５年９月１日から令
和10年８月31日まで

団体 田原市江比間町、八王子町、村松
町、馬伏町、石神町、伊川津町、
夕陽が浜、高木町、折立町、古田
町、長沢町、保美町、福江町、向
山町

なし

区第310号 渥美漁業協同組合 田原市伊川津
町地先

基点　あ　田原市江比間町と同伊川津町の境界海岸基標Ｎｏ．２１０
基点　い　田原市伊川津漁港東防波堤上基標Ｎｏ．２１３－１
　　　　ア　いから６５度３５分、４６６メ－トルの点
　　　　イ　あから３２４度２５分、２２９メ－トルの点
　　　　ウ　あから３５７度５８分、１１７メ－トルの点
　　　　エ　あから０度３２分、５８１メ－トルの点
　　　　オ　いから５４度１５分、８４５メ－トルの点
　　　　カ　いから３０９度００分、４８２メ－トルの点
　　　　キ　いから２７０度０９分、５５０メ－トルの点
　　　　ク　いから２４５度１９分、５２５メ－トルの点
　　　　ケ　いから２１７度３１分、２７０メ－トルの点
　　　　コ　いから６４度４８分、９４メ－トルの点
区域　アイウエオカキクケコアを順次に結んだ線により囲まれた区域

第一種区画漁業 のり養殖業 ９月１日から５月31日ま
で

令和５年９月１日から令
和10年８月31日まで

団体 田原市伊川津町、夕陽が浜 なし

区第311号 小中山漁業協同組合
渥美漁業協同組合

田原市伊川津
町地先

基点　あ　田原市伊川津漁港東防波堤上基標Ｎｏ．２１３－１
基点　い　田原市江比間町と同伊川津町の境界海岸基標Ｎｏ．２１０
　　　　ア　あから３４８度２５分、１，４９４メ－トルの点
　　　　イ　あから３３４度１４分、６２８メ－トルの点
　　　　ウ　あから４２度１６分、１，０１４メ－トルの点
　　　　エ　いから３４度１３分、９８９メ－トルの点
　　　　オ　いから２５度０６分、１，６２７メ－トルの点
　　　　カ　あから２５度５４分、１，７９９メ－トルの点
区域　アイウエオカアを順次に結んだ線により囲まれた区域

第一種区画漁業 のり養殖業
わかめ養殖業

９月１日から５月31日ま
で

令和５年９月１日から令
和10年８月31日まで

団体 田原市宇津江町、江比間町、八王
子町、村松町、馬伏町、石神町、
伊川津町、夕陽が浜、高木町、折
立町、古田町、長沢町、保美町、
福江町、向山町、中山町、小中山
町

なし

区第312号 小中山漁業協同組合
渥美漁業協同組合

田原市鎗ケ崎
地先

基点　あ　田原市伊川津漁港東防波堤上基標Ｎｏ．２１３－１
　　　　ア　あから３０８度０４分、９１９メートルの点
　　　　イ　あから３１７度３７分、１，８３４メ－トルの点
　　　　ウ　あから２９０度０３分、２，０５８メ－トルの点
　　　　エ　あから２７４度１３分、１，０３８メートルの点
区域　アイウエアを順次に結んだ線により囲まれた区域

第一種区画漁業 のり養殖業
わかめ養殖業

９月１日から５月31日ま
で

令和５年９月１日から令
和10年８月31日まで

団体 田原市宇津江町、江比間町、八王
子町、村松町、馬伏町、石神町、
伊川津町、夕陽が浜、高木町、折
立町、古田町、長沢町、保美町、
福江町、向山町、中山町、小中山
町

なし

区第313号 小中山漁業協同組合
渥美漁業協同組合

田原市鎗ケ崎
地先

基点　あ　田原市伊川津漁港東防波堤上基標Ｎｏ．２１３－１
　　　　ア　あから３０２度２２分、７１５メートルの点
　　　　イ　あから３０８度０４分、９１９メートルの点
　　　　ウ　あから２７４度１３分、１，０３８メートルの点
　　　　エ　あから２６７度２８分、８７２メートルの点
区域　アイウエアを順次に結んだ線により囲まれた区域

第一種区画漁業 のり養殖業
わかめ養殖業
あさり養殖業

９月１日から５月31日ま
で

令和５年９月１日から令
和10年８月31日まで

団体 田原市宇津江町、江比間町、八王
子町、村松町、馬伏町、石神町、
伊川津町、夕陽が浜、高木町、折
立町、古田町、長沢町、保美町、
福江町、向山町、中山町、小中山
町

なし



免許番号 漁業権者 漁場の位置 漁業の種類 漁業の名称 漁業時期 存続期間
団体・個別

の別
関係地区 条件漁場の区域

区第314号 小中山漁業協同組合
渥美漁業協同組合

田原市地先
（通称鎗ケ崎
横手）

基点　あ　田原市伊川津町伊井新田南西角基標Ｎｏ．２１４
基点　い　田原市伊川津漁港東防波堤上基標Ｎｏ．２１３－１
　　　　ア　あから２２２度４５分、１，２５８メ－トルの点
　　　　イ　あから２１７度２８分、１，２９９メ－トルの点
　　　　ウ　あから２１２度３４分、１，０１８メ－トルの点
　　　　エ　あから２０４度２８分、５５０メ－トルの点
　　　　オ　あから２０８度４２分、５４７メ－トルの点
　　　　カ　いから２１３度１０分、２９１メ－トルの点
　　　　キ　いから２４３度２８分、５５７メ－トルの点
　　　　ク　いから２６８度３３分、５７６メ－トルの点
　　　　ケ　いから２６８度５０分、５９８メ－トルの点
　　　　コ　あから２７２度００分、９０９メ－トルの点
区域　アイウエオカキクケコアを順次に結んだ線により囲まれた区域

第一種区画漁業 のり養殖業 ９月１日から５月31日ま
で

令和５年９月１日から令
和10年８月31日まで

団体 田原市江比間町、八王子町、村松
町、馬伏町、石神町、伊川津町、
夕陽が浜、高木町、折立町、古田
町、長沢町、保美町、福江町、向
山町、中山町、小中山町

なし

区第315号 小中山漁業協同組合
渥美漁業協同組合

田原市地先
（通称鳥洲）

基点　あ　田原市伊川津町伊井新田南西角基標Ｎｏ．２１４
　　　　ア　あから２５９度４５分、１，５３１メートルの点
　　　　イ　あから２４７度３３分、９７７メートルの点
　　　　ウ　あから２５６度２８分、９３８メ－トルの点
　　　　エ　あから２６５度２１分、１，５０３メ－トルの点
区域　アイウエアを順次に結んだ線により囲まれた区域

第一種区画漁業 のり養殖業
あさり養殖業
かき垂下式養殖業

１月１日から12月31日
まで

令和５年９月１日から令
和10年８月31日まで

団体 田原市宇津江町、江比間町、八王
子町、村松町、馬伏町、石神町、
伊川津町、夕陽が浜、高木町、折
立町、古田町、長沢町、保美町、
福江町、向山町、中山町、小中山
町

なし

区第316号 小中山漁業協同組合
渥美漁業協同組合

田原市地先
（通称鳥洲）

基点　あ　田原市伊川津町伊井新田南西角基標Ｎｏ．２１４
　　　　ア　あから２５０度４７分、１，６１１メ－トルの点
　　　　イ　あから２３７度１５分、１，０５９メ－トルの点
　　　　ウ　あから２４７度３３分、９７７メートルの点
　　　　エ　あから２５９度４５分、１，５３１メートルの点
区域　アイウエアを順次に結んだ線により囲まれた区域

第一種区画漁業 のり養殖業 ９月１日から５月31日ま
で

令和５年９月１日から令
和10年８月31日まで

団体 田原市江比間町、八王子町、村松
町、馬伏町、石神町、伊川津町、
夕陽が浜、高木町、折立町、古田
町、長沢町、保美町、福江町、向
山町、中山町、小中山町

なし

区第317号 小中山漁業協同組合
渥美漁業協同組合

田原市地先
（通称夢の島）

基点　あ　田原市伊川津町伊井新田南西角基標Ｎｏ．２１４
　　　　ア　あから２２２度３５分、１，４６０メ－トルの点
　　　　イ　あから２３１度０７分、１，１３０メ－トルの点
　　　　ウ　あから２３４度５２分、１，０８４メ－トルの点
　　　　エ　あから２４８度４１分、１，６３０メ－トルの点
　　　　オ　あから２３８度３６分、１，８０５メ－トルの点
　　　　カ　あから２３０度４６分、１，５１４メートルの点
区域　アイウエオカアを順次に結んだ線により囲まれた区域

第一種区画漁業 のり養殖業 ９月１日から５月31日ま
で

令和５年９月１日から令
和10年８月31日まで

団体 田原市江比間町、八王子町、村松
町、馬伏町、石神町、伊川津町、
夕陽が浜、高木町、折立町、古田
町、長沢町、保美町、福江町、向
山町、中山町、小中山町

なし

区第318号 小中山漁業協同組合
渥美漁業協同組合

田原市地先
（通称松山）

基点　あ　田原市福江町日比浜新田北東角基標Ｎｏ．２２２
　　　　ア　あから６５度５４分、２４５メ－トルの点
　　　　イ　あから８０度５１分、５５０メ－トルの点
　　　　ウ　あから５２度０７分、６９７メ－トルの点
　　　　エ　あから２７度３０分、５０３メ－トルの点
区域　アイウエアを順次に結んだ線により囲まれた区域

第一種区画漁業 のり養殖業 ９月１日から５月31日ま
で

令和５年９月１日から令
和10年８月31日まで

団体 田原市江比間町、八王子町、村松
町、馬伏町、石神町、伊川津町、
夕陽が浜、高木町、折立町、古田
町、長沢町、保美町、福江町、向
山町、中山町、小中山町

なし

区第319号 小中山漁業協同組合 田原市中山町
地先

基点　あ　田原市福江町日比浜新田北東角基標Ｎｏ．２２２
　　　　ア　あから２４度３４分、５６７メ－トルの点
　　　　イ　あから４８度１０分、７４３メ－トルの点
　　　　ウ　あから３６度１７分、９４９メートルの点
　　　　エ　あから１６度１５分、８５９メートルの点
区域　アイウエアを順次に結んだ線により囲まれた区域

第一種区画漁業 のり養殖業 ９月１日から５月31日ま
で

令和５年９月１日から令
和10年８月31日まで

団体 田原市小中山町 なし

区第320号 小中山漁業協同組合
渥美漁業協同組合

田原市中山町
地先

基点　あ　田原市福江町日比浜新田北東角基標Ｎｏ．２２２
　　　　ア　あから１６度１５分、８５９メートルの点
　　　　イ　あから３６度１７分、９４９メートルの点
　　　　ウ　あから３１度４３分、１，０７８メ－トルの点
　　　　エ　あから２０度２２分、１，０２０メ－トルの点
　　　　オ　あから１５度３５分、８９７メ－トルの点
区域　アイウエオアを順次に結んだ線により囲まれた区域

第一種区画漁業 のり養殖業
あさり養殖業
かき垂下式養殖業

１月１日から12月31日
まで

令和５年９月１日から令
和10年８月31日まで

団体 田原市宇津江町、江比間町、八王
子町、村松町、馬伏町、石神町、
伊川津町、夕陽が浜、高木町、折
立町、古田町、長沢町、保美町、
福江町、向山町、中山町、小中山
町

なし



免許番号 漁業権者 漁場の位置 漁業の種類 漁業の名称 漁業時期 存続期間
団体・個別

の別
関係地区 条件漁場の区域

区第321号 渥美漁業協同組合 田原市高木町
地先

基点　あ　田原市高木町羽広突堤（通称朝鮮堤防）基標Ｎｏ．２１７
基点　い　田原市折立港突堤基部基標Ｎｏ．２１８
　　　　ア　あから３３５度４８分、２６メ－トルの点
　　　　イ　あから３３１度３１分、３１３メ－トルの点
　　　　ウ　いから２３度０８分、４５１メ－トルの点
　　　　エ　いから６６度５４分、１２４メ－トルの点
　　　　オ　いから１１３度３１分、１５５メ－トルの点
　　　　カ　いから９８度１１分、２７０メートルの点
区域　アイウエオカアを順次に結んだ線により囲まれた区域

第一種区画漁業 のり養殖業 ９月１日から５月31日ま
で

令和５年９月１日から令
和10年８月31日まで

団体 田原市高木町、折立町、古田町、
長沢町

なし

区第322号 渥美漁業協同組合 田原市古田町
地先

基点　あ　田原市折立港突堤基部基標Ｎｏ．２１８
基点　い　田原市古田町背戸山４２番地基標Ｎｏ．２１９
　　　　ア　あから３５８度１１分、５８３メ－トルの点
　　　　イ　あから３４度１１分、１０５メ－トルの点
　　　　ウ　あから３３６度２９分、４５メ－トルの点
　　　　エ　あから２８０度３９分、３０４メ－トルの点
　　　　オ　いから８５度５１分、４２３メ－トルの点
　　　　カ　いから３１０度０２分、４９メ－トルの点
　　　　キ　いから２６９度３０分、７７メ－トルの点
　　　　ク　いから３０２度００分、２４９メ－トルの点
　　　　ケ　いから３１７度５３分、２７６メ－トルの点
　　　　コ　いから３５７度３８分、３６６メ－トルの点
区域　アイウエオカキクケコアを順次に結んだ線により囲まれた区域

第一種区画漁業 のり養殖業 ９月１日から５月31日ま
で

令和５年９月１日から令
和10年８月31日まで

団体 田原市高木町、折立町、古田町、
長沢町

なし

区第323号 渥美漁業協同組合 田原市向山町
地先

基点　あ　田原市向山町向山新田水門基標Ｎｏ．２２０
　　　　ア　あから６度４６分、１６５メ－トルの点
　　　　イ　あから１４度０３分、１６９メ－トルの点
　　　　ウ　あから１４度５３分、４２７メ－トルの点
　　　　エ　あから７度３４分、４２７メ－トルの点
　　　　オ　あから１０度５５分、３２８メ－トルの点
　　　　カ　あから２度２７分、３１９メ－トルの点
　　　　キ　あから６度０５分、２００メ－トルの点
区域　アイウエオカキアを順次に結んだ線により囲まれた区域

第一種区画漁業 のり養殖業 ９月１日から５月31日ま
で

令和５年９月１日から令
和10年８月31日まで

団体 田原市江比間町、八王子町、村松
町、馬伏町、石神町、伊川津町、
夕陽が浜、高木町、折立町、古田
町、長沢町、保美町、福江町、向
山町

なし

区第324号 渥美漁業協同組合 田原市向山町
地先

基点　あ　田原市福江町日比浜新田検潮所南角基標Ｎｏ．２２１
基点　い　田原市福江町日比浜新田北東角基標Ｎｏ．２２２
基点　う　田原市福江町、福江･小中山･中山漁場境界基標Ｎｏ．２２３
　　　　ア　いから１６２度３８分、１１７メ－トルの点
　　　　イ　あから２０９度４２分、８２メ－トルの点
　　　　ウ　あから１８８度００分、１０９メ－トルの点
　　　　エ　いから１５３度３７分、１５６メ－トルの点
　　　　オ　いから８０度１０分、１７２メ－トルの点
　　　　カ　うから５７度１８分、２１２メ－トルの点
　　　　キ　うから４度４８分、１４３メ－トルの点
　　　　ク　うから３３９度５７分、１０メ－トルの点
　　　　ケ　うから８２度５５分、８４メ－トルの点
　　　　コ　うから１０１度２４分、２８３メ－トルの点
　　　　サ　いから７２度１８分、７６メートルの点
区域　アイウエオカキクケコサアを順次に結んだ線により囲まれた区域

第一種区画漁業 のり養殖業 ９月１日から５月31日ま
で

令和５年９月１日から令
和10年８月31日まで

団体 田原市江比間町、八王子町、村松
町、馬伏町、石神町、伊川津町、
夕陽が浜、高木町、折立町、古田
町、長沢町、保美町、福江町、向
山町

なし

区第325号 小中山漁業協同組合
渥美漁業協同組合

田原市中山町
地先

基点　あ　田原市中山町磯畑206番前面防潮堤上基標Ｎｏ．２２４－１
基点　い　田原市福江町、福江･小中山･中山漁場境界基標Ｎｏ．２２３
　　　　ア　あから３８度４７分、２３メ－トルの点
　　　　イ　あから５度２４分、２９６メ－トルの点
　　　　ウ　あから４５度５９分、３２６メ－トルの点
　　　　エ　いから３０５度３２分、２７５メ－トルの点
　　　　オ　いから４度４８分、１４３メ－トルの点
　　　　カ　いから３３９度５７分、１０メ－トルの点
　　　　キ　いから２６９度４０分、２９９メ－トルの点
　　　　ク　あから９４度４６分、３１０メ－トルの点
区域　アイウエオカキクアを順次に結んだ線により囲まれた区域

第一種区画漁業 のり養殖業 ９月１日から５月31日ま
で

令和５年９月１日から令
和10年８月31日まで

団体 田原市中山町、小中山町 なし

区第326号 小中山漁業協同組合
渥美漁業協同組合

田原市中山町
地先

基点　あ　田原市小中山町山二新田北東角基標Ｎｏ．２２５
基点　い　田原市福江町、福江･小中山･中山漁場境界基標Ｎｏ．２２３
　　　　ア　あから１１８度５７分、５２８メートルの点
　　　　イ　あから９８度５０分、１，６０１メートルの点
　　　　ウ　いから５１度４１分、１，０４６メ－トルの点
　　　　エ　いから９９度５９分、８１５メ－トルの点
　　　　オ　いから７１度４８分、５３７メ－トルの点
　　　　カ　いから３２７度４９分、３１７メ－トルの点
　　　　キ　あから１５１度２５分、６６７メ－トルの点
　　　　ク　あから１３２度０２分、５４０メ－トルの点
区域　アイウエオカキクアを順次に結んだ線により囲まれた区域
　　　　ただし、最大高潮時水面上の新切洲を除く。

第一種区画漁業 のり養殖業 ９月１日から５月31日ま
で

令和５年９月１日から令
和10年８月31日まで

団体 田原市中山町、小中山町 なし



免許番号 漁業権者 漁場の位置 漁業の種類 漁業の名称 漁業時期 存続期間
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の別
関係地区 条件漁場の区域

区第327号 小中山漁業協同組合
渥美漁業協同組合

田原市中山町
地先

基点　あ　田原市小中山町山二新田北東角基標Ｎｏ．２２５
　　　　ア　あから９８度３８分、６９１メ－トルの点
　　　　イ　あから９３度４４分、１，４８１メ－トルの点
　　　　ウ　あから９８度５０分、１，６０１メートルの点
　　　　エ　あから１１８度５７分、５２８メートルの点
区域　アイウエアを順次に結んだ線により囲まれた区域
　　　　ただし、最大高潮時水面上の新切洲を除く。

第一種区画漁業 のり養殖業
あさり養殖業
かき垂下式養殖業

１月１日から12月31日
まで

令和５年９月１日から令
和10年８月31日まで

団体 田原市宇津江町、江比間町、八王
子町、村松町、馬伏町、石神町、
伊川津町、夕陽が浜、高木町、折
立町、古田町、長沢町、保美町、
福江町、向山町、中山町、小中山
町

なし

区第328号 小中山漁業協同組合
渥美漁業協同組合

田原市中山町
地先

基点　あ　田原市小中山町山二新田北東角基標Ｎｏ．２２５
　　　　ア　あから１３８度１９分、２２０メ－トルの点
　　　　イ　あから１２６度０７分、４７０メ－トルの点
　　　　ウ　あから１５１度００分、５９７メ－トルの点
　　　　エ　あから１６５度５２分、４９５メ－トルの点
区域　アイウエアを順次に結んだ線により囲まれた区域
　　　　ただし、最大高潮時水面上の新切洲を除く。

第一種区画漁業 のり養殖業 ９月１日から５月31日ま
で

令和５年９月１日から令
和10年８月31日まで

団体 田原市中山町、小中山町 なし

区第329号 小中山漁業協同組合
渥美漁業協同組合

田原市中山町
地先

基点　あ　田原市小中山町山二新田北東角基標Ｎｏ．２２５
　　　　ア　あから１０７度４２分、４００メートルの点
　　　　イ　あから７１度４９分、８６５メートルの点
　　　　ウ　あから８９度１９分、１，２５６メ－トルの点
　　　　エ　あから８９度１６分、６８５メ－トルの点
　　　　オ　あから１１４度４０分、４９０メ－トルの点
区域　アイウエオアを順次に結んだ線により囲まれた区域
　　　ただし、最大高潮時水面上の新切洲を除く。

第一種区画漁業 のり養殖業
わかめ養殖業
あさり養殖業

９月１日から５月31日ま
で

令和５年９月１日から令
和10年８月31日まで

団体 田原市宇津江町、江比間町、八王
子町、村松町、馬伏町、石神町、
伊川津町、夕陽が浜、高木町、折
立町、古田町、長沢町、保美町、
福江町、向山町、中山町、小中山
町

なし

区第330号 小中山漁業協同組合 田原市中山町
地先

基点　あ　田原市小中山町山二新田北東角基標Ｎｏ．２２５
　　　　ア　あから７７度０９分、２４９メ－トルの点
　　　　イ　あから３６度１９分、６５２メ－トルの点
　　　　ウ　あから７１度４９分、８６５メートルの点
　　　　エ　あから１０７度４２分、４００メートルの点
区域　アイウエアを順次に結んだ線により囲まれた区域
　　　　ただし、最大高潮時水面上の新切洲を除く。

第一種区画漁業 のり養殖業
わかめ養殖業

９月１日から５月31日ま
で

令和５年９月１日から令
和10年８月31日まで

団体 田原市小中山町 なし

区第331号 渥美漁業協同組合 田原市伊川津
町地先

基点　あ　田原市伊川津町と同石神町の境界海岸基標Ｎｏ．２１５
基点　い　田原市伊川津町伊井新田南西角基標Ｎｏ．２１４
基点　う　田原市伊川津漁港東防波堤上基標Ｎｏ．２１３－１
　　　　ア　あから２９５度５６分、４１４メ－トルの点
　　　　イ　あから３３６度４６分、４９メ－トルの点
　　　　ウ　あから１４度３３分、３２０メ－トルの点
　　　　エ　あから３４０度４３分、７９９メ－トルの点
　　　　オ　いから１３７度３９分、１５メ－トルの点
　　　　カ　いから３２６度０９分、１９５メ－トルの点
　　　　キ　いから２９７度１２分、２２１メ－トルの点
　　　　ク　うから１６７度３５分、１３４メ－トルの点
　　　　ケ　うから２００度２８分、２３１メ－トルの点
　　　　コ　いから２１３度５５分、４４３メ－トルの点
　　　　サ　あから２９０度４７分、７８６メートルの点
　　　　シ　あから２８５度０４分、５８４メートルの点
区域　アイウエオカキクケコサシアを順次に結んだ線により囲まれた区域

第一種区画漁業 のり養殖業 ９月１日から５月31日ま
で

令和５年９月１日から令
和10年８月31日まで

団体 田原市伊川津町、夕陽が浜 なし

区第332号 渥美漁業協同組合 田原市石神町
地先

基点　あ　田原市伊川津町と同石神町の境界海岸基標Ｎｏ．２１５
基点　い　田原市石神町と同高木町の境界海岸基標Ｎｏ．２１６
　　　　ア　あから２９５度５６分、４１４メ－トルの点
　　　　イ　あから３３６度４６分、４９メ－トルの点
　　　　ウ　あから２３５度１５分、２１８メ－トルの点
　　　　エ　あから２１８度０４分、３４４メ－トルの点
　　　　オ　いから３３９度１２分、４５メ－トルの点
　　　　カ　いから３１９度２８分、４０７メ－トルの点
区域　アイウエオカアを順次に結んだ線により囲まれた区域

第一種区画漁業 のり養殖業 ９月１日から５月31日ま
で

令和５年９月１日から令
和10年８月31日まで

団体 田原市江比間町、八王子町、村松
町、馬伏町、石神町、伊川津町、
夕陽が浜、高木町、折立町、古田
町、長沢町、保美町、福江町、向
山町

なし

区第333号 渥美漁業協同組合 田原市高木町
地先

基点　あ　田原市石神町と同高木町の境界海岸基標Ｎｏ．２１６
基点　い　田原市高木町羽広突堤（通称朝鮮堤防）基標Ｎｏ．２１７
　　　　ア　あから２９０度３２分、１３９メ－トルの点
　　　　イ　あから３３９度１２分、４５メ－トルの点
　　　　ウ　あから３１９度２８分、４０７メ－トルの点
　　　　エ　いから３３１度３１分、３１３メ－トルの点
　　　　オ　いから３３５度４８分、２６メ－トルの点
区域　アイウエオアを順次に結んだ線により囲まれた区域

第一種区画漁業 のり養殖業 ９月１日から５月31日ま
で

令和５年９月１日から令
和10年８月31日まで

団体 田原市高木町、折立町、古田町、
長沢町

なし

区第334号 小中山漁業協同組合
渥美漁業協同組合

田原市石神町
地先

基点　あ　田原市高木町羽広突堤（通称朝鮮堤防）基標Ｎｏ．２１７
基点　い　田原市石神町と同高木町の境界海岸基標Ｎｏ．２１６
　　　　ア　あから３３４度２６分、４８１メ－トルの点
　　　　イ　あから３３４度４９分、３５３メ－トルの点
　　　　ウ　いから３２９度４６分、４１９メ－トルの点
　　　　エ　いから２度５９分、７３４メ－トルの点
　　　　オ　いから３４４度３４分、８９０メ－トルの点
　　　　カ　いから３１６度２０分、７５５メ－トルの点
区域　アイウエオカアを順次に結んだ線により囲まれた区域

第一種区画漁業 のり養殖業 ９月１日から５月31日ま
で

令和５年９月１日から令
和10年８月31日まで

団体 田原市江比間町、八王子町、村松
町、馬伏町、石神町、伊川津町、
夕陽が浜、高木町、折立町、古田
町、長沢町、保美町、福江町、向
山町、中山町、小中山町

なし



免許番号 漁業権者 漁場の位置 漁業の種類 漁業の名称 漁業時期 存続期間
団体・個別

の別
関係地区 条件漁場の区域

区第335号 渥美漁業協同組合 田原市伊良湖
町地先

基点　あ　田原市中山町と同伊良湖町の境界海岸基標Ｎｏ．２２９
　　　　ア　あから２１８度１１分、２３６メートルの点
　　　　イ　あから２５４度２２分、４５７メートルの点
　　　　ウ　あから２２１度３７分、８１９メートルの点
　　　　エ　あから２００度２３分、７２０メートルの点
区域　アイウエアを順次に結んだ線により囲まれた区域

第一種区画漁業 わかめ養殖業 10月１日から４月30日
まで

令和５年９月１日から令
和10年８月31日まで

団体 田原市伊良湖町、日出町 なし

区第336号 愛知外海漁業協同組合 田原市赤羽根
町地先

基点　あ　田原市赤羽根港東防波堤上基標Ｎｏ．２３９－１
　　　　ア　あから１０２度４４分、２，０１３メ－トルの点
　　　　イ　あから１５０度２３分、１，１４１メ－トルの点
　　　　ウ　あから１４３度４８分、６５０メ－トルの点
　　　　エ　あから８９度１５分、１，７８２メ－トルの点
区域　アイウエアを順次に結んだ線により囲まれた区域

第一種区画漁業 わかめ養殖業 10月１日から５月31日
まで

令和５年９月１日から令
和10年８月31日まで

団体 田原市高松町、赤羽根町、池尻
町、若見町、越戸町、大草町、南
神戸町、東神戸町、六連町、豊橋
市東細谷町、細谷町、小島町、小
松原町、寺沢町、東七根町、西七
根町、高塚町、伊古部町、東赤沢
町、西赤沢町、城下町

なし


